
弁護士法人奔流  法律事務所宗像オフィス
相談予約 ☎0940(34)1110◇初回相談（予約制・１時間）無料◇

（受付時間・平日９～17時）
当事務所では、男女２名の弁護士が、一般民事、家事（相続・
離婚等）、交通事故、医療事故、建築紛争、労働、行政、刑事弁護、
生活保護、成年後見、遺言、債務整理、その他、あらゆる法
律問題に対応いたします。
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赤間センタービル３階（ＪＲ赤間駅北口）
所属弁護士　小出真実・東浦大樹（福岡県弁護士会所属）

７月は土曜相談を実施します。平日にお時間が取れない方、ぜひ、ご利用ください。

土曜相談日：７月 11 日（土）、７月 18 日（土）、いずれも 10 ～ 13 時（要予約）
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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

行　政

　介護保険の要介護認定を受けている人で、
専門的・医学的な介護や看護が必要な人は、
施設サービス（特別養護老人ホームや老人保
健施設などの介護保険施設への入所）や短期
入所サービス（ショートステイ）が利用でき
ます。
　利用時には、①介護サービス費用の自己負
担分②食費③居住費（滞在費）④理美容など
の日常生活費が必要になります。この内、②
食費と③居住費については、国が基準費用額
を定めていますが、一定の要件を満たした人
は、段階に応じて軽減を受けることができま
す。利用者の負担の上限額（以下、負担限度額）
は、利用者の状況に応じた額となります（下
表参照）。

　現在、負担限度額認定を受けている人の有
効期限は７月31日（金）です。負担限度額認定
を受けている人には、６月上旬に更新の手続
きを個別にお知らせしています。要件に該当
する人は、６月から更新の手続きができます
ので、早めに申請をしてください。
　なお、介護保険制度の改正に伴い、平成27
年度分(平成27年８月１日以降の認定分)か
ら、負担限度額認定の要件が追加されますの
で、該当するかどうかを再度確認してくださ
い。
　また、新規で申請する場合、減額の対象と
なるのは申請した月の初日からです。要件に
該当し認定証が届いたら、施設利用時に提示
してください。

●申請時の必要書類
▽負担限度額認定申請書　▽預貯金などの照会に係る同意書
▽本人と配偶者の預貯金通帳などの写し(預貯金、有価証券、投資信託その他これらに類する

資産)
＊申請内容に不正があった場合は加算金が課せられます
■問い合わせ先　介護保険課介護保険係　☎（36）4877
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忘れずに申請を！
介護保険負担限度額認定

【食費・居住費の負担限度額と認定要件】

利用者負
担段階

負担限度額（日額）

認 定 要 件
食　費

居 　 住 　 費

ユニット
型個室

ユニット
型準個室

従来型
個室 多床室

第１段階 300円 820円 490円 490円
(320円) 0円

▽世帯全員が住民税非課税
で、老齢福祉年金を受け
ている人

▽生活保護を受けている人

第２段階 390円 820円 490円 490円
(420円) 370円

▽本人と世帯全員が住民税
非課税で、前年の合計所
得金額と課税年金収入の
合計が年間に80万円以
下の人

第３段階 650円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円) 370円

▽本人と世帯全員が住民税
非課税で、利用者負担第
２段階に該当しない人

基準
費用額 1,380円 1,970円 1,640円 1,640円  

(1,150円)

370円
(840円)
（＊１）

＊（　　）内の金額は、特別養護老人ホームに入所した場合か、短期入所生活介護（ショー
トステイ）を利用した場合の額です

（＊１）特別養護老人ホーム（多床室）に入所した場合か短期入所生活介護（ショートステイ）
を利用した場合について、平成27年８月からは840円となります

左記の要件の他に

が追加されます

別世帯の配偶者
も市町村民税非
課税であり、預
貯金などが単身
で1,000万 円、
夫婦で2,000万
円以下であるこ
と

歳入予算額
116億

88百万円
（単位：100万円）

国民健康保険税
2,349
20.1%

保険給付費
7,180
61.4%

後期高齢者
支援金など

1,241
10.6%

総務費 123
1.1%

繰入金
877

7.5%

国庫支出金
2,245
19.2%

前期高齢者交付金
2,815
24.1%

県支出金
551

4.7%

療養給付費等
交付金 329
2.8%

その他 29 ／ 0.3%

共同事業
交付金
2,507
21.5%

その他 15 ／ 0.1%

歳出予算額
116億

88百万円
（単位：100万円）

介護給付金
457

3.9%

共同事業
拠出金
2,552
21.8%

保健事業費
106

0.9%

【図１】

【図２】


